
   中小企業経営改善資金利子補給金交付要綱 

（総則） 

第１条 中小企業経営改善資金利子補給金（以下「利子補給金」という。）の

交付については、補助金等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号）に定め

があるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（利子補給金の交付の対象者） 

第２条 利子補給金を受けることができる者は、日本政策金融公庫から小規模

事業者経営改善資金の融資を受けた事業者とする。 

（利子補給金の額） 

第３条 利子補給金の額は、予算の範囲内において、日本政策金融公庫に利子 

として支払われた額とし、その限度額は15万円とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金額に 1,000円未満の端数があるときは、

その端数金額は切り捨てるものとする。 

（利子補給金の交付対象期間） 

第４条 利子補給金の交付対象期間は、日本政策金融公庫からの融資（借り換

えに係る融資を除く。）に係る第１回目の償還を行う日から第12回目の償還

を行う日までの期間とする。 

（交付申請） 

第５条 利子補給金の交付を受けようとする者は、第12回目の償還をする日又

は第３条第１項に規定する額に到達する回の償還をする日のうちいずれか早

い日が、４月から９月までの日である場合にあっては12月末までに、10月か

ら翌年３月までの日である場合にあっては６月末までに、補助金等交付申請

書を、横須賀商工会議所を経由して提出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別な事情であると市長が認めた場合には、前

項に定める期日以後に申請することができる。 

３ 第１項の申請書に添付する書類については、規則第４条第１号及び第２号

に掲げる書類は省略するものとし、同条第３号に規定するその他参考となる

書類は、次に掲げるものとする。 

 (１ ) 日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し 

 (２ ) 小規模事業者経営改善資金状況説明書（別記様式） 

（実績報告） 

第６条 規則第10条に規定する実績報告書には、日本政策金融公庫が作成した

利子の支払いを証する書類の写しを添付し、第12回目の償還をする日又は第

３条第１項に規定する額に到達する回の償還をする日のうちいずれか早い日



が、４月から９月までの日である場合にあっては12月末までに、10月から翌

年３月までの日である場合にあっては６月末までに、市長に提出するものと

する。 

   附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過規定） 

２  この要綱は、平成 24年４月１日以後に融資が行われた者について適用す 

る。 

   附  則  

１  この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

２ 改正後の中小企業経営改善資金利子補給金交付要綱第２条の規定は、平成

25年４月１日（以下「施行日」という。）以後に日本政策金融公庫から融資

を受けた事業者について適用し、施行日前に日本政策金融公庫から融資を受

けた事業者については、なお従前の例による。 

   附  則  

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



別記様式（第５条第３項関係） 

 

小規模事業者経営改善資金状況説明書 

 

申請者 

所 在 地  

事 業 者 名  

代表者 

役職名  

氏  名   

連絡先  

市 内 事 業 開 始 日  

融資に関する初回相談日  

融 資 日         

融 資 を 受 け た 総 額  

返 済 開 始 年 月 日  

返 済 終 了 予 定 年 月 日  

 

 上記の内容に相違はありません。 

 

     年  月  日  

                   横須賀商工会議所 

                    会頭         印  

備      考   

 

 


